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12．四船級協会連盟

12．1 船級協会連盟加入 の 経緯

　 本会は明治 36 年 S 月，船舶検査規程を公表 し て 船舶

の等級を検定す る制度を定め て お り， r英国 の ロ イ ドの

よ うに な り た い 」 と い うの が 当時 の 本会 の 考 え で あ っ

た．

　 しか し ロ イ ド協会 は 明治 17年 に 日 本 に 検査員 を 常駐

さ せ 船級業務を，ま た 日本政府は明治 18 年に船舶検査

を開始 して い た の で，本会が船級協会と して 独立 して 業

務 を 開始 した 場合，船級業務 に 経 験 の な い ，ま た 国際 的

に も認 め られて い な い 本会 に対 し ， 日本 の 業界が ど の 程

度支持す るかは分からな か っ た．一
方，日露戦争が勃発

し ， 本会は 国民 か ら義金を集め 3隻 の 義勇艦隊を建造す

る こ と に な り，こ の 業務に専念 した の で ， 船級業務 に は

力が注がれなか っ たよ うで あ っ た．大 正 3 年 8 月 3隻

日の 義勇艦が完成し ，
こ の 事業は

一
段落つ い た の で ， 船

級業務に力を注 ぐこ と と した ，　 （詳細は本会 50 年 史 参

照）

　大正 3年 7月本会は 逓信大臣か ら造船規程 に よ り材料

試験を行い 証明書を発行す る こ とに つ い て 認可を得 ， 翌

4 年 8 月 に は 「船 級部」 を 設置 して 積極的 に 船級業務 を

開始す る こ とと した．本会 は 初 め か ら単 な る政府 の 検査

代 行機関 で は な く，名実 と もに恥 ず か し くな い 国際船級

協会とな るべ きで あ る と考え て い た。こ の た め に は外国

船級協会 と協定を結 ぶ こ とが，こ の よ う な船級協会 とな

る早道 で あ る と の 結論 に 達 し，ロ イ ド協会 と提 携 の 交渉

を開始 した．当時 の 本会と ロ イ ド協会と の 実力に は格段

の 差 が あ り， ロ イ ド協会 が提示 した提携条件は本会 と し

て 受理出来 る もの で は な か っ た．

　 こ の 交渉 に 失敗 した本会 は次善 の 策 として BC 協会 と

提携す る こ とを考えた．大 正 6 年 6月逓信技師井上要氏

（明治 37年東大造船科卒，退 官後本会横浜出張所長） が

官命に よ り欧米に 出張す る こ と に な っ た の で，同技師を

本会 の 嘱託 に委 嘱 し BC 協会 と提携す る こ とに つ い て 交

渉を依頼 した ，こ の 交渉は順調 に 進み，当時 AB ，　 BC ，

RINa の 3協会間で 結ん で い た 3 協会連盟に 本会が 加入

　
＊

元常務理事

す る ま で 進展 した が ，彼 らが 最 も懸念 して い た こ と は 本

会 の実力で ，
日 本国内で政府や 関係業界が ど の 程度本会

を評価 して い る か で あ っ た．しか し連盟側は本会 か らの

説明に よ り本会を次の 如 く認め た の で 連盟 に加 盟 を認め

る と言 っ て 来た ．すな わ ち ，

　 「帝国海事協会 は 船主，造船業者 そ の 他 の 委員会 を以

て構成 さ れ，造船に 関す る学術的事項に 関 して は 日本帝

国政府 の 助言者として 名誉的 に 活動 せ ら る S もの ，又 貴

国政府は該委員会 に 於 て 船 級 及 監 督業務 を施行 す る こ と

を 承認 せ る もの ，又 帝国海事協会 の 規則及船級は 口本造

船奨励法 に 依 る船舶構造 の 基準 と して 準用 せ らる N 意 向

あ る もの ， 尚又該委員会 は 政府 に よ り支持 せ らる N もの

と了解せ る が由，AB ，　 BC，　 RINa 間 の 連盟 に加入せ ら

る S を満足 を以 て 承認致 し候．」

　 当時果 た して 本会が国内で 上述 の 如 き状態 で あ っ た か

否か は知 らな い が，ロ イ ド協会は 3船級協会が本会の連

盟加入 を認 め た こ と に つ い て ， 本会 が 果 た して そ の よ う

な 有力 な船級協会 で あるか否か，ま た こ の 連盟加入 に 関

連 しロ イ ド協会 の 日 本に おけ る活動を い か に すべ きか等

を調査するた め大正 8年春人を派 して 調査 を行
「
っ た   ．

本会と して は 3船級協会連盟 に加盟す る こ とに 決ま っ て

い た が，寺野 ， 今岡の 両 理 事 は ロ イ ドか ら派遣 さ れ た 人

に 会 い ， 本会 と の 提携 に つ い て の 交渉を した 由で ある．

多分 こ れ は 日 本 の 海運，造船界 の 要 望で 行 っ たもの と思

うが，ロ イ ド協会 が調査 した結果 は 「海事協会は微力 で

基礎 も固ま っ て お らず船主 の 信頼も薄 い か ら気 にす る こ

と は あ る ま い 」 と い う こ とで あ っ た 由で ，寺 野 ，今岡両

理事 の 努力の か い もな くこ の 交渉は成立 せ ず 3船級協会

連盟 に 加入 す る こ と に な っ た．

　追 っ て協定文の 署名は大正 8 年 4月 に渡英さ れ た 本会

評議員斯波忠三郎氏 に 依頼した が ， そ の 電報が英 国に 届

い た 時 に は 同氏 は英国を離れ た の で ，当時英 国 に 滞在 中

の 小野輝雄主事が署 名した．小野主事 は大正 8年 4月か

ら約半年欧米 の 船級事業視察 の た め出張 し，当時グ ラ ス

ゴ ー
の BC 協会 で船 級事業 の 実際 を 勉強 して い た，追 っ

て 本会職員で BC 協会 を訪問 したこ との あ る の は 小野輝

雄氏と原三 郎氏 （昭和 13年 ス イ ス の ズ ル ツ ァ
ー
社 に お

い て 同社で 製造す る内燃機関 2基 の 製造中検査 の た め出
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張 しそ の 際 BC 協会訪 問） だ けで あ る．

　以一ヒが四船級協会連盟成立 の 経緯で あ る．

　追 っ て 連盟 船級業務披露会 は大正 8年 12 月 11 日 東京

の 帝国 ホ テ ル で催さ れ，こ の時湯河理事長 の 挨拶 の 中に

こ の 協定 を 行 うに 当た り，連 盟側が当会 に 対 して 念をお

した こ と は次の 事項で あ っ た と言わ れ，政府及 び 関係業

界 の 支持を要請 した由で あ る．

（1） 日本政府 が ど の 程 度本会 の 検 査 を 評価 して い るか

  　日本船主 が どの 程度本会を支持 して い るか

　（1）に つ い て は大正 9年 1月検査法規 が改正 され，同年

6月本会 は認可船級協会 と な り， 船舶検査 の
一

部につ き

政府 の 検査代行が認 め られた が ， 大 正 15年末 まで は ，

政府の 検査法で 行 わ れ た ．

　（2）に つ い て は船主 の 支援が あ り，政府代行の検査 は 増

加 した ，大 正 15年末 まで は非船級船 の 検査 も出来た が，

そ れ以後は船級船 に 限 られ た ．しか し船 級 を 取得 して ま

で 検査を受け よ うと い う船主 は い なか っ た．

　追 っ て こ の 連 盟 は，第二 次大戦 で NK
，
　 RINa は 事実

上脱落し，
AB と BC の間で 運用され て い たが ， 昭和 24

年 1 月 12 日 満期とな り，
こ の 連 盟 は消滅 した．

（備　考）

  大 正 8年春本会の現状を調査 に来た の は東洋主任香

　港駐在 の フ レ ン チ 氏 で あ る と山口 氏は 「船舶」 に 寄稿

　 した 厂海事協会 と私」に 述 べ て い るが ，
こ れは ロ イ ド

　協会 の New 　 York 駐在の James　 French （Chief

　 Surveyor　for　the 　 United 　State　 and 　 Canada ） と

　思 わ れ る，な お大正 9年 ロ イ ド協会 は 入級検査の 図面

　承認 を そ れ まで は London で行 っ て い た が ， こ れを

　 日本で 行 うよ うに した ．こ の た め Mr ．　 French の

　 Assistant で あ っ た HJ 　Cox を New 　 York か ら日

　本に 移 し，船体部図面承認は彼 が行 っ た ．

12．2 連 盟 規 約

　連盟規約の 原文は 50年史 に 示 されて い る が，そ の 概

要は次の通 りで あ る．

  NK ，　 AB ，　BC ，　RINa の 4協会は 互 し、に連盟 し， 各

　協会は そ れ ぞ れ の 自国内で 他 の 3 協会 を 代表す る．

  　連盟協会 は船体 ， 機関 の 構造及 び検査 に関し同一規

　 則 を 採用す る，た だ し国情の 相違及び法律に よ る 改変

　 は差 し支え な い ．

  連盟協会 は必要 な報告書を提出して相互 に 承認 した

　 と きは他臨会の 船級を登録す る こ と が 出来 る ．

  　連盟協会検査員は 自国内で ，他協会の 船級を有 す る

　船舶の 建造中，年次，特別，損傷 そ の 他船級 を 保有 す

　 る に必要 な各種検査を行う．

  1船級協会の 船級以外 に 他協会 の 船級 を 取得 せ ん と

　す る とき は，他協会 の 1 船級 ご と に そ の 検 査 料 の 2割

　増 の検査料と す る．

　 こ の 検査 は旅客船，非旅客船 の 別な く，他協会の船級

を取得する こ と が 出来 ， 以後 に お い て い ず れ か の 協会 の

単独検査で 他船級を継続するこ とが 出来る．した が っ て

例 え ば大 正 15年 9月ま で は本会 の 船級 は ILU の 船級条

項の 中に含ま れ て い なか っ た が，他協会 との二 重船級船

とす れ ば保険 の 面 で 有利 な 取扱 い を受け る こ とが 出来た

の で本会船級船の 多 くは NK −BC の 二 重船級を取得 し

た ，追 っ て 二 重船級と す る に は，  に定め られた如 く検

査 を行 っ た協会の 20％ 余計に 払え ば よ か っ た ．

12．3　BC 協会との協定

　大正 8年 7月 1 日 四船級協会連盟 が締結 さ れ，AB ，

BC ，　NK ，
　RINa の 4 協会間で 検査 に つ い て の 互認 の 協定

が 出来た．こ れ と同時に 本会 と BC 協会 の 間 に も検査 に

つ い て の 協定 が 結 ば れ た ．NK −BC の 協定 に は 「本会 は

BC 協会に毎年 500 ポ ン ドに そ の 年 に 徴収 した Classifi・

cation 　fee の 5 ％ を 加 え た も の を 支 払 う．た だ し 1，000

ポ ン ドを超え る必要 はな い 」 とい う条項 があり，
こ れ 以

外 は 四船級協会連 盟 の 協定とほ とんど同 じで あ っ た．こ

の 費用 は本会が BC 規則 を 利用する た め の 費用で あ る と

言われ て い る，なお AB 協会 も BC 協会 と の 間 に ， 本会

と 同等 な 協定 を結 ん で い た が， こ の ときの 費用 は 1．000

ポ ン ドと の こ とで あ る （詳細は本会 50年史参照）．

　さ て 欧州大戦に よ り本会は 船 の 検査は特 に 多か っ た と

い う こ と はな か っ た が ， 材料試験 検 査 につ い て はか な

りあ っ たが，終戦で 減少 した．一方艦隊部は 設立当時の

如 く義金を集 め て 義勇艦を建造す る と い う華や かな時代

は終わ っ たが ， 艦隊部として かな りの 金 を持 っ て い た．

船級部 と艦隊部 は そ の 仕事の 性格も異 な り， な に か に つ

けて し っ くりゆ か な い 点 があ っ た よ うで ， 大 正 8年 の 定

式総会 で 会員 か ら収支決算につ い て質問 が あ り，こ れが

原因 と な っ て 大正 10 年艦隊部が分離独立す る こ と に な

り，大正 11年義勇財団海防義会 が設立された ．当時本

会 の 資産 は約 442 万円で ， こ の 中か ら海防義会 に 404 万

円 を 譲渡 し， 本会 の 資産 はわ ずか に 38万 円 に な っ た ，

　 こ の よ うな 状態で は BC 協会 と の 協定に よ る金を支払

う こ と が 出来ず ，大正 10 年 BC 協会 に 当分 の 間支払 い

免除 の 依頼を して そ の 承 認 を受 け た ．当時 BC 協会か ら

Mr ．　 Perisが本会船級業務の実地指導の た め に 来日 し

て い た ，BC か らは彼 の 滞在 を延期 して もよ い と言 っ て

来た 由で あ る が，鋼船規則 の 初版完成を 機 に 帰国 して も

ら っ た．な お AB か ら も人 を 出 して もよ い と い う提案 が

あ っ た が，こ れ も断わ っ た 由で あ る．

　 こ の よ う に 不況 に 苦 しん で い た が，大正 9年 1月検 査
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法施行細則及 び船舶検査規程 が改正 さ れ，検査 の
一部が

逓信大臣 の 認可 した船級協会 に 任せ られ た，こ の 代行検

査 は旅客船 に あ らざ る船舶 （船級 の 有無 に は 関係 な し）

に つ い て 認 め られた，本会 が行 っ た こ の 代行検査 は 業者

に評判 が よ く，こ の 制度を利用 した船は下表の 通 りで あ

っ た ．

鞭 （大正 ） ・1 ・・1 ・・ ，・1 ・3 ・41 ・5

検 査 黝 1351・831384 … 1・・6 ・，・661 ・，・99

船棚 の 数 1 ・ ・714366 ・・1 ・331 ・76

　 こ の 検査 は船主 の 依頼に よ っ て 行 うもの で あ る が，船

主協会等 か らこ の よ うな 制度は変態的 で あ る か ら何時か

は改め るべ きで ある と い う意見が 出され ， 政府も検討の

結果大正 15年末 まで は 非船級船 の 検査 を 認 め る が ， そ

れ以後は船級船 の 検査 しか認 め な い とい う指示 が あ っ

た．本会は か ね て船級船の 増加を計画 して お り，
二 重船

級船 の 検査料 ， 既成船入級 の 検査料等 の 値下げを行 っ た

が，こ の 程度 の こ とで は船級船は増加 せ ず，昭和 6年ご

ろ ま で苦境は続 き，人 員整 理 と減俸等で な ん と か しの い

だ とい われて い る．

　 な お BC 協会へ の 協定 に よ る支払 い は何年 ご ろか ら払

え る よ うに な っ た か は 知 らな い ．

13．　
‘‘
Japan　IJoyd

”

　本会設立 の 目的は海事全般の 振興 で あ り，そ の 中に は

船級事業 も含まれ て お り，「ロ イ ド協会 の 如くな りた い 」

とい う こ と は本会 の 創立 当時か らの 希 望 で あり， ま た 関

係業界 の 要望 で もあ っ た．しか し初期に本会が行 っ て い

た こ と は， 会 員か ら会費を集め各種の 調査をす る とか，

海事関係者の功績の 表彰等 で あり， また 日露戦争が始ま

る と義金 を集め義勇艦隊 の 建設 に 力を注 ぐ等，船級協会

と は か な り異 な っ た性格 の 仕事で あ っ た．

　大正 3年勃発 した欧洲大戦 に よ り， 我が国の 海運 ， 造

船界 は未曽有の 好 況 に 恵 ま れ た が，本会 の 業務に は特に

大きな影響は なか っ た．しか しこ の こ ろ前述 の 義勇艦隊

の 仕事 は
一

段落 して い た時で ， 本会 は こ の 機会に船級事

業 の 発展に と り組む こ と と し，大 正 3 年 7 月 「造船規程

に 求 め られた材料試験を行い 証明書を交付す る こ と」 に

つ い て 逓信大臣 の 認可 を得 た．こ れを契機として本格的

に船級業務を始 め る た め ， 大 正 4年 8 月船舶検定部 （明

治 36年 5 月設立） を廃 し船級部   を 設 け，部長 に本会

理 事工 学博士寺野精
一

氏 （東大造船科教授） を 委 嘱 し

た．本会は前述の 如 く昔か らロ イ ドの 如 くな りた い と考

え て お り，また関係業界 もそ の よ うに 考え て い た の で船

級部長 が ま ず行わ な けれ ば な らな い 重要 な 仕事 は ロ イ ド

協会 と提携する こ とで あ っ た．

　 こ の と き制定された船級部規則 の 第 1 条に 「帝国海事

協会 に船級部 （日本 ロ イ ド）を置き左 の事業を行 う」 と

定 め た．こ の よ うに
“
Japan　 Lloyd

”
と い うこ と を規則

に 明記 し た．こ の ほ か本会 は 明治 38年以来満載喫水線

の 指定業務を行 っ て い たが，満載喫水線標識の とこ ろ に

記載す る指定機関の 記号を KK か ら JL に改めた，ま

た材料試験を行 い こ れ に合格 した場合に材料に 打刻する

刻印は従来ど の よ うな もの を使用 して い た か不詳 で あ る

が ，
こ れを JL とした．また船級部の 印と して 下 の 如 き

印を定 め て 使用 した，

 
　 こ の よ うに ロ イ ド協会と の 提携 に対する準備を整 え て

ロ イ ド協会 との 交渉に 臨 ん だ が，当時 の 本会 の 実力は 日

本国内で も そ の 評価 は低 く， した が っ て ロ イ ド協会 が 本

会 に示した提携 の 条件は本会 と して 納得出来 るもの で は

なか っ た の で，残念ながらそ の 交渉 は打ち切 らざ る を得

な か っ た、

　さ て ロ イ ド協会と の 提携 を 打 ち切 っ た 本会 が
“
Japan

Lloyd”と ， JL と い う称号又 は刻 印記章 の 使用 に つ い て

本会として どの よ う に考えた かつ ま び らか で な い が   ，

大正 8年四船級協会連盟 に加入 し，翌 9年 4月本会船級

事業の実務等の指導，助言の た め来日 した BC 協会技師

長 Foster　King 氏 の 提案で ，ロ イ ドと な ん らか の か かわ

りが あ る と推察 さ れ る よ うな JL と か，
“
Japan　 Lloyd”

は とりやめ，満載喫水線の指定機関の 記号は NK ，刻印

は 。凩   ， 称号 は Teikoku 　Kaiji　Kyokai と した ，な

お英文の 名称は Imperial 　 Marine 　 Association か ら

Imperial　 Marine　Corporation に 変更 した ．

（備　考）

  　船級部と い う名称は大正 11年艦隊部が 廃止 せ られ

　た と き無 くな っ た が， そ の 実質 は本会 の 事業と して 存

　続 した．

  　大 正 9年 1月船舶検 査 法施行細則及 び船舶検査規程

　が改正され ， 検査 の
一

部が船級協会 に任せ られ た．同

　年 2月本会は こ の 船級協会 と して の 認可 を 申請 し た

　が，こ の 申請書に添付 した船級部規則 に は 「日 本 ロ
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　イ ド」 と い っ た 文字は記載さ れ て い な い か ら
“
Japan

　Lloyd ”
と い う名称 は こ の こ ろや め た もの と思 う．

  刻印を 派 とした の は大正 9年 7 月 で あ る．

14．BC 協会 と BC 規則

14．1　The　British　CorpOration　for　the　Survey　and

　　Registry　of 　Shipping （BC 協会）

　海事協会 が本格的 に船級事業を開始 す る に 当 た り，協

力 ， 援助を惜 しま な か っ た BC 協会 は 1890 年 （明治23

年） Scotland地区の 船主 ， 造船所等 の 支援 の 下 に 設立

さ れ た船級協会 で ，そ の 本部は Glasgow に 設 けた ．初

期の会長は Sir　 Nathaniel　 Dunlop，技師長 は J．　E

King で あっ た ．

　本協会が 設立 さ れた理由 は ロ イ ド協会 の 運営 に 対 し，

Scotland 地区 の 船主 ， 造船所の 不満に よ る もの で あ っ

た．例 え ば BC 協会が設立 さ れ た 1890年 は英国政府 が

Load 　 Line　 Committee の Report を 基 に して 立案

した満載喫水線 の 規則案 （当時実施され て い た 規則 は

Load　 Line の 位置は船 主 が適当 と考え る位置に標示し

て い た が，こ の 1890年 の 規則で そ の 位置を政府 が 定 め

る こ と に な っ た ） は 当時 の ロ イ ド協会 の 乾舷規則を参考

として 立案 した もの で ， 従来 の 規則 よ り複雑 な もの で ，

当時 の B．0．T ．の 人員 の みで は不十分 で ，
こ の 仕事を ロ

イ ド協会に任せ る とい うもの で あ っ た．こ の 規則案 は英

国の 下院 を 通過 し た が ， 上院 に お い て Gtasgow 地 区の

船主 ， 造船所 の 代表 か ら 「大英帝国の 海運業を文配 す る

こ の よ うな権限を
一

個 の 団体に 与え る こ と は，将来弊害

を生ず る 恐 れ が あ る 」 と反論され，こ の 権限を ロ イ ド協

会 の ほ か に BC 及び BV 協会 に も与え る よ う に修 正 し

て 議会 の 承 認 を 得 た ．BV 協会 の British　 Committee

が設立 さ れた の は こ の と きで あ る．

　BC 協会 の 鋼船規則 が 初 め て公 表さ れ た の は 1893年

で，特に船体構造規則 は構造力学に立 脚 して 制定 さ れ た

合理 的な もの で，船殻重 量 も従来の 規則で 建造 さ れ た も

の に 比 し ， かな り軽減 さ れた もの で あ っ た ．

　BC 協会設立当時 の 同協会の 船級船 は ど の 位あ っ た か

は分か らな い が ，1893年初め て 発行 した Register　Book

に は 463隻，98．5 万総 ト ン の 船が登録 されて い た由で あ

る．

　そ の 後 BC 協会 は そ の 発 展 の た め AB ，　RINa 協会 と

そ れ ぞ れ検査 互 認 の 協定を結び ， 1919 年 に は本会とも

協定を結 び，い わ ゆ る 四船級協会連 盟 を結成 して ロ イ ド

協会に対抗 した．こ の 協定 で は各協会 は そ れぞ れ対等 で

あ っ たが．技術的 な 面 で は BC 協会 が 指導的 な 立場 に あ

っ た，

　 BC 協会 は ロ イ ドを 圧倒す る よ うな協会に な る こ とを

期待 して い た と思 うが，予期 して い た よ うな 発展 は 見 ら

れ な か っ た ．

　第二 次大戦で BC 協会が ど の よ うな打撃を受 けたか分

か らな い が ， 戦争末期に LR
，
　BC 両協会間で合併 の 問

題 が お き， 昭和 24年 3 月 28 日 合併 した が，そ れ ま で に

は，AB ，　BC ，　LR の 3 協会問 で い ろ い ろ の 問題 例え

ば AB ，　LR 両協会問 で 昭和 23年 6 月 8 日正 式 に調印 さ

れて い た業務協定 が実施直前に 破棄 さ れ た こ と， AB
，

BC 間 の 協定が 昭 和 24年 1 月 に 満期 に な り船級協会連

盟 の 終息 した こ と等が あ っ た．

　な お BC 協会 は LR 協会 に 合併 さ れ た が ， そ の 船級

BS
，
　MBS は現在 で も ロ イ ド の Register　Book の 中に

そ の 登 録が 継続さ れて い る．

　追 っ て BC 協会 は昭和 2年 AB ，　BV ，
　GL

，
　NK

，
　 DnV

，

RINa とで 国際航空機登録連盟を結 び ， 航空機 の 登 録業

務 を開始す る こ と に 関連 して ， そ の 名称 を
“The 　British

Corporation 　Register 　of 　Shipping　and 　Aircraft”と

改 め た ．

　な お BC 協会 の 印章は丸の 中に 1ion
， 帆船，錨，燈

台を配置 して い た が，こ の と き錨を落 と して 飛行機を記

入した ．

参　考

14．2

　 BC 協会 の 鋼船規則 が 制定 さ れ た の は 1893年 で ，

体構造規則 は構造力学に立脚 して 定 め られた も の で あ

り，部材寸法は従来 の 規則 よ りか な り軽減され た もの で

あ っ た ．

　海事協会が大正 10年鋼船規則 を制定す るに 当た り参

考とした BC 規則 は 当時 BC 協会が発行 して い た最新の

規則 （1919年） で あ っ た．’11
時我 が 国で BC 規則 で 船

が 建造 さ れ た こ とは な か っ た の で，こ の 規則 を 知 っ て い

る人 は い な い と思 わ れ た の で ， 本会鋼船規則を公布す る

に 当た り規則 の 説明をす る 要が あ っ た ．大 正 11年 4 月

13 日　「BC 規則船体編説明書」 を印刷公刊 した ．次 に

掲 げ る の は こ の 説明書 の 緒 言で ，こ れ に よ り当時の BC

規則 の 概要が 推察さ れ るで あろう，

　な お戦前 に お け る AB 協会 の 規則 は BC 協会 の 規則

と 同 じ規則を採用 して い た．

1． BC 協会は 1890年 の 創立 で 本会 よ り9 年古 い が ，

　古 い 歴 史 を持 つ 船級協会の 中で は新 し い 協会 で あ

　る．　 （下記参照）

　　 LR （1760）　BV （1828）RINa （1861）　AB （1862）

　　DnV （1864）　GL （1867）　 BC （1890）　NK （1899）

　　BC 協会鋼船規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 船
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93 NK につ い て の 憶え書 き （そ の 2）

　　　　　　 B．c ．鋼船規則船体編説明書

　　　　　　　　　　緒　　　言

　茲 二 B ．C ．トハ The 　British　Corporation　for　 the

Survey　and 　Registry　of　Shipping ノ 略称 ニ シ テ同協

会ハ 今 日 ヨ リ約三 十年前ノ 創立 二 係 リ 「グ ラ ス ゴ ウ」 二

本部 ヲ 置 キ 「ジ エ
ー

ヱ フ キ ン グ」 氏 ヲ 検査員長 ， 「ベ ン

ソ ン テ
ー

ラ
ー

」 氏 ヲ検査員次長 トシ ロ イ ド協会 二 対峙

シ テ ス コ ッ トラ ン ド地方 ノ 造船界 二 覇 ヲ 唱 フ ル 世界有数

ノ 船級協会 ナ リ トス

　我国二 於テハ 従来鋼船ハ 逓 信省造船規程 ，　 「ロ イ ド」

協会鋼船規則 二 依 リテ設計 ス ル ヲ 常 ト シ B．C．鋼船規則

二 依 リテ設計 セ ラ レ タ ル モ ノ ハ 最近 二 至 ル 迄
一

隻 モ ナ ク

B ．C ．鋼船規則 ハ 自然閑却 セ ラ レ居 タ ル カ 嚢 二 本会 二 於

テ B，C．ト連盟 シ船級検査 ノ 互認 ヲ協定 シ タ ル 以来頓 ニ

ー
般世間ノ 注 目ヲ 牽 ク ニ 至 レ リ

　造船規程及 ロ イ ド協会鋼船規則 二 依 レ ハ 鋼船ハ 之 ヲ構

造．L重構造，軽構造，覆甲板船等 二 分 チ各区別 二 対 シ 第

一数及第二 数 ヲ 定 メ 斯 ク シ テ 材料寸法及構造方法 ヲ 規定

セ ル モ B．C．鋼船規則 二 於テ ハ 斯ノ如キ構造上 ノ 区別 ヲ

設ケ ス 船舶 設 計上 ノ 最大眼目 ノ
ー

タ ル 喫水 ヲ 基礎 ト シ テ

船殻ノ構造 ヲ定メ細部ノ 寸法等 二 至 リテ ハ 荷重 ， 支点間

ノ 長 二 応 シ テ 之 ヲ 定 ム ル コ ト トシ 設計者ノ 自由裁量ニ
ー

任 セ ル ヲ 以 テ 同規則 二 依 レ ハ B．C．力従来集 メ 得 タ ル 経

験 ノ 範囲二 於 テ 材料 二 過 モ ナ ク不足 モ ナ ク 当該船舶 ノ 使

用上 必要ナ ル 丈 ノ 強 サ ノ 船体 ヲ製造 シ 得 ヘ キ モ ノ ニ シ テ

結局 B 。C 。鋼船規則 ハ 最 モ 積極的 ， 最 モ 実川的，最 モ 経

済的 ノ 造船基準ナ リ ト謂フ ヲ憚 ラ ス 又 例 ヘ ハ 造船所 ノ 在

庫品 トシ テ
ー

艘分相 当ノ 鋼材料ヲ有ス ル 場合二 於テ ハ 該

造船所 ハ 従来 ノ 規則 ； 依 リテ 設計 ス ル カ 如 ク表定 ノ 肋骨

心 距，板及形 材 ノ 寸法等 二 拘 束 セ ラ ル ル コ トナ ク在 庫 材

料ヲ基礎 トシ テ任意 ノ 船 ヲ 製造 シ得 ル 便宜 ア リ B。C ．鋼

船規則 ハ 叙 上 ノ 如 ク応用 ノ 範囲広 ク船舶関係者 二 取 リテ

極 メ テ 興味 ア ル 造船規則 ナ ル ヲ以 テ以 下順 ヲ 追 ヒ テ 内容

ノ 大体ヲ説明 セ ン ト ス

　本文 二 入 ル ＝ 先 チ B ．C ．鋼船規則 二 依 ル 船体設 計ノ 順

序 ヲ略述セ ン ニ 船 ノ 重要寸法，速力， 満載喫水 ， 船楼及

機関 室 L］並 艙口 等 ノ 配置及長，甲板層数，二 重底及支水

隔 壁 ノ 配置等定 マ リタ ル 上 ハ 先 ツ 肋骨心距 ヲ定 メ 次二 船

底構造即 チ ニ 重底 又ハ 単底 ノ 別 ヲ 定 メ 次 二 梁 ノ 心 距，梁

柱 ノ 列数 ， 梁 ノ 寸法及梁肘ノ 深 ヲ 決 シ 肋骨 ノ 寸法二 移 リ

次二 外板及 甲板 ノ 寸法ヲ定メ順次細部ノ寸法及搆造 二 進

ム ヘ キ モ ノ ニ シ テ船首尾材等 ノ 如 キ ハ 便宜 ノ 機会 二 於テ

設計 シ 差支 ナ キ モ ノ トス

　本文中関係 ノ 項 二 於 テ 説明 ス ル 如 ク肋骨ノ 寸法ハ 水圧

及 甲板荷重並 二重底ノ 「ブ ラ ッ ケ ッ トフ ロ ーア 」 ノ 上端

鋏釘 ヨ リ最 ド層梁梁肘 ノ 下端鮫釘迄 ノ 距離 （詳細ハ 本文

参照 ノ コ b）即 チ支点間ノ ft　＝ 応 シ 定 ム ル モ ノ ナ ル ヲ 以

テ 肋骨 ノ 寸法 ヲ早 ク知 ラ ン トス ル 際 ニ ハ 船底構造 ノ 船側

部及最下層梁梁肘 ノ 深 ヲ 成 ル ヘ ク早 ク定 ム ル コ ト便宜 ナ

リ トス

　本文中第何号表 トア ル ハ B ．C ．鋼船規則附属寸法表 ヲ

指 ス モ ノ トス 本説明書 ニ ハ 該寸法表 ヲ 附 セ ス

　本説明書ハ B ．C．鋼船規則 ヲ 造船関係者ノ 成ル ヘ ク多

数 二 紹介 シ タ キ 希望 ヲ 以 テ 編纂 シ タ ル カ故 二 多少冗慢 ノ

嫌 ナ シ トセ ス 巳二 大体 ヲ知了 セ ラ ル ル 読者 ハ ニ 重底 単

底肋板，肋骨，特設肋骨 ， 船側縦通材 ， 梁 ， 支水隔壁 ，

外板，甲板及船楼 ノ項ヲ閲読 ア ラ ン コ ト ヲ 望 ム

　本会 二 於 テ 今回編成 シ タ ル 鋼船規則 ハ 殆 ン ド全部 B ．

C．鋼船規則 ト同
一＝ シ テ 只 支水 隔 壁 ノ 配置，同防撓 材

ノ寸法，木甲板 ノ 寸法 二 関ス ル 規定 ヲ 多少変更 シ 艤装品

二 関 シ テ ハ 逓信省関係規程 二 依 リタ ル ヲ 異 リ トス ル ノ ミ

ナ ル ヲ 以 テ本説明書 ハ 事実 ＝ 於 テ 本会鋼船規則船体編 二

対 ス ル 説明書 ト看做 シ 得 ヘ キ モ ノ ナ リ

　　大正 十一
年
一

月

　　　　　　　　　　　　　　　　 帝国海事協会

15．帝国船級協会

　帝国船級協会は 昭 和 6年 3月設立 ， 同 8年 2 月 に 解散

した．こ の 協会 は ロ イ ド船級協会 と提携す る 目的で 設立

さ れ た の で あ る が ， 提携 の 条件 に 関 し同協会の 設立総会

の 席上 で 日 英両当事者間で 了 解 に 不一
致 の あ る こ と が 判

明 した の で ，
こ の 間題 につ い て 当事者間 で 種 々 折衝 した

が ， 結局合意点 に 達 せ ず解散 した もの で あ る．な お こ の

協会 が 設 立 さ れ る に 当た っ て は 本会も大 い に 関係 が ある

の で そ の 経緯 につ い て述べ よ う．

　 ロ イ ド協会 が 日本 に 検査 員 を 常駐 させ た の は 明治 17

年 で ， 以来該協会 は船級業務 を通 して 近代化を目指 して

い た 日 本 の 海運，造船，保険業界に貢 献 して い た の で ，

業界 の ロ イ ド協会 に 対 す る 信頼 は大 で ，世間で は ロ イ ド

の船級を有 しな い 船 は
一

級品で は な い と さえ 考え られて

い た．した が っ て 若 し日本に船級 協会が 設立 さ れ る の で

あれば，ロ イ ド協会 と密接 な 関係 の あ る もの を望ん で い

た ．

　 こ の よ う な事情で あ っ た の で，本会が設立 さ れ船級事

業 を行 うに 当た り，　 「ロ イ ドの 如 くな りた い 」 とい う の

が念願 で あ っ た．大正 4年船級事業に 専念す るた め ， 従

来 の 船舶検定部を船級部と 改め ，こ れ を
“
Japan　Lloyd”

と称 した り，刻印記 章 を JL と す る等 ロ イ ド協会 と の 提

携 を目指 して準備を進 め ロ イ ド協会 との 交渉を始 め た．

　 しか し当時の 本会と ロ イ ド協会と の実力の 差 は余りに
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も大 で あ っ た の で ，ロ イ ド協会が示 した協定条件は本会

が納得出来る よ うな もの で は な く， こ の 交 渉 は断念 し

た ．

　 ロ イ ド協会 との 交渉 に 失敗 した本会 は ， 次善 の 策と し

て ，AB ，　 BC ，　RINa の 間で 結ばれて い た 3 船級協会連盟

に加 盟 す る交渉 を行 い，大正 8年 7 月 1 日 こ の 連盟 に 加

盟 した ，当時 こ れ ら の 協会 と ロ イ ド協会で は 世間の 信用

は格段 の 差 が あ り， 我 が 国 の 海運関係者は こ の よ うな協

定を結 ん だ 本会を全面的 に援助する と い う情況に は な か

っ た．した が っ て帝国船級協会の 設立 に対 して は業界は

多大の 期待を もっ て 迎 え た と思 わ れ る．

　 さて 昭和 5年 ロ イ ド協会が 日本 の 船級協会 と提携す る

用意がある と い う情報が London か ら伝わ り， 新協会

設立 の 準備が急速 に 始め られた ．しか し 日 本に 二 つ の 船

級協会が必要か ， また こ れが財政的に 経営可能 か等の問

題があ っ たが，二 つ の 協会が あれば互 い に競争す る か ら

技術 の 向上 に役立つ と思 う との 説明 で ，昭和 6年 2 月政

府か ら設立 の許可 が与え られ ， 当時の 管船局船舶課長山

本幸男氏が退 官 し， 新協会 に 入 る こ と に な っ た．

　なお こ の 新協会 の 設立委員 に は本会常務理事今岡純
一

郎氏 （浦賀船渠社長）が参加 して お り，　 「本会常務理事

が こ の 協会 の 設立委員 に 加 わ る こ と は お か しな こ と で は

な い か 」 との 意見が本会内部に あ っ た が， 「い ずれ は二

つ の 協会 は統合 さ れ るで あろうか ら設立委員会 に 加わ っ

て お く方が 有利 で あ る」 とい うの が今岡氏 の 意見 で あ っ

た 由で あ る．ま た本会は 昭和 5 年 12月 23 日 の 理事会 で

当時 の 船舶試験所長越智誠二 氏 を本会機関技師長 と して

採用 し ， 本会本部 の 機関主任で ある横山要三 氏を新協会

に 派遣 す る こ と を 決定 して い る．な お横山氏 は帝国船級

協会解散後昭和 8年 5 月本会 に 復帰 して い る．こ の よ う

に本会は 新設の 船級協会に 対 して 積極的な協力を行 っ て

い た が ， い ず れ は両協会を合併 して BC 協会と は縁を切

る積 もりの よ うで あ っ た ．

　なお こ の こ ろ政府 は船舶安全法 を 制定 中で，昭 和 6年

7月に行わ れ た船舶安全法審議会で 法第 8条の 「日本の

船級協会」 ic関す る審議が な さ れ，重光船舶課長 が 述 べ

られた意見 の 中で 新協会設立 に 関す る事項中主 な もの は

次 の 通 りで あ る．

〔1） 本法に よ る船級協会は 日本の 船級協会で あ れ ば よ く

　 「帝国海事協会」は 日 本 の 船級協会 と認 め られるが ，

　 「帝国船級協会」 はそ の 設立 の 事情 を考え る と 「帝国

　海事協会」 と同程度 の もの と は考え られな い．

  　こ の 船級協会 の 理事者及 び 技術者は 全部日本人 で あ

　 る こ と，外国船級協会と連盟関係を持つ こ とは差 し支

　えな い が ， 内地 で は 日本船に対 して は 日本人 が 主動的

　 な 地位をもつ こ と．

　な お 上記（1）の 「帝国船級協会 の 設立 時の 事情」 が ど の

よ うな もの か分 か らな い が ， 理事長 は大谷登 （日 本郵船

副社長 ），技師長 は山本幸男で あ っ た 由で あ っ た か ら 上

記   は 満足 して い るが，こ れ につ い て ロ イ ド協会に異論

が あっ た よ うで あ っ た ．い ず れ に して も ロ イ ド協会と意

見 の 相違 があ り， 種 々 折衝 した が ，
ロ イ ド協会 か らは色

よ い 回答 は得 られなか っ た．

　前記 の 審議会 の 委員 に は山本幸男氏 を は じめ，ロ イ ド

協会 に 好意を持 つ 人 が委員と して 参加 して お り，
ロ イ ド

協会又は帝国船級協会 が法第 8条 の船 級協会 と して 認 め

られ る よ う努力 した が ， 第 8条は原案通 りと決定した の

で ， 帝国船級協会は 法第 8条 の 船級協会 とは認 め られ な

い こ と とな っ た ．船舶安全法は昭 和 8 年 3 月制定す る こ

と が決ま っ た．した が っ て 法第 8条の船級協会と して 認

め られ な い 船級協会 で は新 た に 設立 す る意味が な い の で

該協会は本法発布前 に 自発的 に 解散 した．

16．大正 10 年版鋼船規則の 制定 と承認

　本会が船級事業を考え た の は創立 当時か らで ある が，

大正 2年 ご ろか ら商議員がおかれ，船 級事業につ い て 具

体的 な話が な されて い た もの と思われ る，こ の こ ろ本会

は 1コ イ ド協会と提携す る とい う考えで あっ た の で，本会

規則 は ロ イ ド協会規則 を参考と して 立案して い た もの と

思われ る．日 本政府 の 造船規定 は ロ イ ド規則を参考 とし

て 制定された もの で あ っ た か ら， 本会規則制定作業 も特

に難 しい こ と はな か っ た と思われ る．

　 ロ イ ド協会 と の 交渉が失敗 し ， 大正 6年ご ろ か ら BC

協会 と の 提携 を 考 え る よ うに な る と，規則制定方針 は

BC 協会規則を参考とす る よ うに 変更 した ．　 BC 協会と

の 交渉 は順調に 進み，当時 AB
，
　BC ，　RINa の 3協会問で

結ば れ て い た 連盟 に 加盟す る こ と に な り， 大 正 8年 7月

1 日 四船級協会連盟 が成立 し，船級協会間 で検査 互 認を

す る 関係 で 急 い で 本会規則 を 制定す る要があ っ た，当時

AB 協会は BC 協会と特別 の 協定を結 び BC 協会規則

を使用す る こ と に して い た の で ，本会 も こ れ に 倣 っ て 極

力 こ の 方針に従 っ た ．当時我が 国で は ロ イ ド規則 は
一般

に知られ て い た が ，
BC 規則 を知る もの は少な く，　 BC

規則を 日 本語 に 翻訳す る に 当 た っ て も，条文 の 解釈，規

定制定 の 根拠とそ の合理性 な どに つ い て分か らな い 点が

多々 あ っ た よ うで あっ た ．また船級事業開始に 当たり，

BC 協会 の 技師長 Foster　King 氏を 日本に招き　（大正

9年 4 月 か ら 7月まで ）彼 の 指導 と助言を受け ， 彼の 帰

国後 は大正 9年 11月か ら翌 10年 11月ま で 1年間 F．F．

Peris 氏 （BC 協 会 Middlesbraugh の Principal
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95 NK に つ い て の 憶え書き （そ の 2）

Surveyor） を招 き検査 の 実務 ， 規則 の 解釈等 に つ い て

の 指導を受け た．な お こ れ らの 詳細 に つ い て は 本会 50

年史 に述 べ られて い る．

　 こ の と き制定さ れ た の が 大正 10年版 の 鋼船規則 で ，

こ れは大正 10年 11月 24 日発行さ れ た ， こ の 規則 は大

正 11年 7 月 19 日 承認 さ れ た 旨50年史 に も，75年史 に

も記載さ れて い る．

　 しか し昭和 4年本会発行 の 「帝国海事協会
一

覧 」 に は

「大 正 11年 7 月 18 日 本会鋼船規則 は 造船規程 と同一効

力 の もの と認む る旨逓信省 の 通牒に 接す，大 正 15年 1

月 19 日 同改正規則逓 信大臣よ り認可せ らる 」 と 記載し

て あ り，そ の 後昭和 10年及 び 15年 に 発行 した帝国海事

協会事業概歴及 び 帝国海事協会船級事業概歴 に もこ れ と

同 じよ うに記載され て い る．こ の 大 正 11年 7月 の 鋼船

規則 と は大正 10年 11 月 24 日 発行 の 大正 10年版鋼船規

則で，同改正規則 とは大正 14 年 7月 8 日 発行 の 大正 14

年版鋼船規則で あ る と思われ る．また大正 11年 7 月 18

日 の 通牒と は 「帝国海事協会鋼船規則 に 関す る 件 」 と い

う同 日 付 の 管船局 の 舶第 506号通牒と思わ れ る．なお こ

の 通 牒 は 次 の 如 く記載さ れ て い る ．

「　 帝国海事協会鋼船規則 に 関す る件

　　帝 国海事協会に 於 て 同協会鋼船規則 に適合と認め た

　 る 構造 の 船体及 機 関 は 造 船規 程 に よ る も の と同一効力

　を有す る もの と認定 し差支無之候．但 し船体に つ い て

　 は別記 の 通 心得候様取計相成度．

　　　　　　　　　　　　記

　1． 帝国海事協会 に 於 て 同協会鋼船規則 に 適合と認 め

　　た る 構造 の 船体 は一
般 に こ れ を 軽構造 に 編 入 す る こ

　　 と．但 し全通船楼又は遮浪 甲板を有す る汽船 の 場合

　　 に は之を全通船楼船又 は遮浪甲板船 に 編入 し又船主

　　若 は造船者 の 希望 に よ り特に 調査 の 一Il局部構造 に 至

　　 る まで 全然造船規程 に定む る重構船 と同
一

効力と認

　　め得 る場合 は こ れ を重構船 に 編入 す る こ と，

　2． 帝 国梅事協会 に於て 鋼船規則第
一

章第 八 条 に より

　　航路に 制限を附 し又 は特殊 の 用途 に 対 し承 認 した る

　　船体構造 の 船舶検査 ．ヒの 認 定方に付て は 当 分 の 内其

　　 の 都度逓信省 の 決定を経 るこ と．

　3． 帝 国海事協会鋼船規則 に 適合する船舶 と雖第
一

号

　　に よ り重構船 に 編入 した る もの を除 くの 外満載喫水

　　線法規 の 適用 に 当 りて は そ の 強力喫水を船舶満載喫

　　水線規 程 に よ り算定すべ き は勿論な り．　　　　 」

　さ て 大正 10年版鋼船規則と大正 ヱ4年版の 鋼船規則 に

対 す る 日本政府 の 取 り扱 い の 大 き く 相違す る点 は大正

10年版 で は こ れ に 適合するもの は 船 体，機関の構造が

造船規程 に よ る もの と同
一

効力 で あ る こ と は 認 め る が，

これ に よ っ て 行 っ た試験及び検査 の 認否 に つ い て は何も

言 っ て い な い が，大 正 14年版鋼船規則 に適合 した もの

は 船体，機関 の 構造 の ほ か，こ の 規則に よ っ て行 っ た 試

験 ， 検査につ い て も政府 は認 め て い るこ とで ある．

　 こ の よ うな 処 置を と っ た理 由と して は次 の こ と が考 え

られ る．大正 9年 1月船舶検査法施行細則及び船舶検査

規程 の
一

部が 改正 さ れ ， 非旅客船 に 対 し逓信大臣 の 認可

した船級協会は従来管海官庁が行 っ て い た検査 の
一

部を

任 せ られ る こ とに な っ た．こ の 規則 は 2月 1 日実施 ， 同

日本会 は船級協会 と して の 認可申講 ， 6 月 10 日 認可 さ

れた．こ の 申請書に添付 した資料の中に本会船舶検査規

則 が 含ま れ て お り，
こ れ に よ る と 「検査及 び 試験 の 方法

並 に標準 は逓信省 の 船舶検査法規 の 定む る と こ ろ に よ

る」 とな っ て い た．当時船級船は 1隻 もな か っ た の で ，

検査 の対象は非船級船の 検査 も考え て い た の で こ の 規則

は こ の よ う な表現に な っ た もの と思 う．こ の検査は船主

か らの 依頼に よ っ て 本会 が行 うもの で あ っ て ，船級船で

も，非船級船で もよ か っ た が，船級船 の 絶対数が少 な か

っ た の で 検査の 大半は非船 級船 で あ っ た．こ の 検査 は船

主 1こ は評判が よ く検査隻数は急速に増加 した が ， 薪た に

船級を登録 しよう とい う船は少な か っ た ．こ の よ うな 状

態 に対 し，船主協会そ の 他か ら 「船級協会 が 非船級船の

政府代行検査 を 行 うと い う変態的 な制度 は 改め るべ きで

ある」とい う意見 の 開陳 があ り，政府 は研究 の 結果本会

事業 は船級登録に あ る の で ， 政府検査 の 代行機関的な色

彩を もつ べ きで な い と い うこ とが示され，大正 15年 12

月末 まで は 非船級船 の 代行検査を認 め るが ，そ れ 以降は

認めない ．しか し非船級船の代行検査は 鋼船規則 で 行 っ

て もこ れ を適 当と認 め る 旨の 通牒 （舶第 67号大正 15年
1 月 20 日 ） が 出 さ れ た．以 上の 船舶 は非旅客船が対象

で ，詳細は本会 50年史参照． こ れ らを 表に示す と次の

如 くな る，

船級検査

口 本政府 の 代行検査

査癰 騎黒霧
12
鷹 鋲

2

脳 矧 黼 規則 F黷髄 隔 船 規 則

騨 細 船舶検査規則

参考　大正 10年版鋼船規則及び鋼船規則 が 制定 さ れ る

　　　以前 に本会が 定 め た検査規則 は別紙 1及 び 2 の 通

　　　 りで あ る．

一　7　一
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別　紙　1 大正 10年版鋼船規則
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船級登 録 ．．＿ ＿ ＿ ．＿ ．．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 買
陰．．．．．．．．．．．．．騨．．．．．。．．ら．．．．1− 1

定 義 ．．．．．．．．．．．＿ ．．＿ ．．．．．．．9．．．．．7曹．．．＿ ＿ ＿ ．＿ ．．5− 6

長 一幅一深 一吃水

匏客貝1］．．．．＿．．．．．．．．．、．。．．．．．．．．．．＿．．、．．．．．．．．．．．．＿．．．．．6− 9

総 視一中央 部 及首尾 昌 於 ケ ル 厚一鋼材 ノ 材 質
一形材 ノ 標準型

一
鐵 ヲ 使用 シ 得

ヘ キ 部分
一

鐵 材 ノ 材 質其 ノ ー一鐵材 ノ 材質其 ノ ニ ー
工 事 ノ 方法一鮫 釘 ノ 試驗

方法一水密郎及 舵板 ノ 鮫 釘
一汽 機 下 部 及 外板 轟 陵用 ス ヘ キ 該釘

一
踏首材等 ノ

鋏釘 1「ラ イ ナ
ー曲 緑 板

一
塗装等」

鋼材及 イオ＊乎試驗 ．．．．．．．．．，．．．＿．呷9．，．．．．．．．．．．一，．．。．．．．．　9− 15

魘延銅材
一

座延鋼材 ノ 試験
一
歴 延 鋼材 ノ 試職材一壓 延綱 材 ノ 試驗材 ノ 數

一
壓

延 鋼 材 ノ 抗 張 カー歴 延 鋼 M イ伸長輦一魘 延 鋼材 ノ 屈 曲 試驗 一再 試驗一刻 印一

「ミ ル シ ー ト」
一不 合格 材 ノ 排除

一
系統 記號 及「ア ド ヴ ア イ ス ノ ート 」

一
鎔解 證

明 書一合 格誰 明 書 ア ノL 材 料 ノ 弑驗一鑄鯛材 ノ 材 質及 抗 張 試験
一鑄鋼材 ノ 試驗

材 探 取 及 屈 曲 試 驗 一鑄 鯛 材 ノ 墜落及 鎚 打試驗一塊 隅製 鍛 鯛 材

龍骨 、 船 首材 、 船 尾材 及船 尾 骨材 　 ．＿ ，＿ ＿ ．＿ ．＿ ．．15−− 19

方形胞骨
一

卆板龍骨
一

舩首材
一

船尾材 及 船 尾骨材
一船 尾材

一船 尾骨材 一卆 衡

舵 ヲ 有 ス ル 船 ノ 船尾骨材
一

船尾材 叉 ノ ・船尾骨材 ＝於 ケ ル 舵 ノ 壺金

舵 ＿ ．＿ ．＿ ．＿ ．＿ ．＿ ．．亀＿ ．．．．＿ ． ＿ ＿ ＿ ．．ユ9− 25

材料一駝幹材一靴 強 骨一舵歪卜一舵 ノ 「カ ツ プ リ ン グ 」
一．舵板一舵 ノ 廻嬉止一

「ベ ア リ ン グ 　 リ ン グ」
一

亭衡舵 上 部幹 材
一一

頸部 及底部 司 ベ ア リ ン グ 」ヲ 有 ス

ル 尋衡舵 ノ 下 部舵幹材
一

底部「ベ ア y ン グ 」ヲ 有 セ ザ ル 夲衡舵 ノ 下部舵幹材 一

操舵輩 置

中心線 内龍骨 ．＿ ＿ ．＿ ．＿ ．．＿ ＿ ．．＿ 。．＿ ．．＿ ＿ ．25− 26

中心 線 内龍骨
一中心 線 内龍骨 ト 肋 坂 ト ノ 固 著

二 重 底 ．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．陰曾．．．馴．．．5 ．。．．＿．．＿ ．．．．．．．26− 35

　 二 重 底 ノ 配置一中心 線桁根
一實胆肋板 一「オ ープ ソ 　フ ロ ーア 」

一實體肋 嵌 二

　 附 ス ル 正 肋 材一實盟 肋板二附 ス ル 副 肋 材 一・内底板
一

線板一Sト側 肘板一斷 切 桁

　 板一一船首船 底 ノ 葡 強
一

汽機庫及 進 力 承 臺 ノ 取 附一一汽 鑵 ノ 下 部 ノ 内底 板
一

人 孔

　 等一
排氣 管一「ウ エ e 」

一水密試驗

肋 骨 ．＿ ＿ ．．．．．＿ ＿ ．．・… ・… ・… 一 … … ・・… ・… 36− 43

　肋骨 ノ 心 距
一

艙 内肋骨
一

船首尾膾 ノ 肋 U’等一一層甲 板船一艙内肋骨 ノ 固 著一

8 一
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第 　十 　章

第 十 一 章

第 ＋ 二 章

第 十 三 章

第 十 四 章

第 ＋ 五 章

第 十 六 章

第 十 七 章

NK に つ い て の 憶え書き （そ の 2）

甲板問 ノ 肋骨
一固著一帆 船 ノ 勒 骨 一機闘室 ノ 肋 骨

特 設 肋 骨 ．、．．．　．．．．．＿，．．＿ ．．．．．．．．．．＿．．．．＿．．．．。．．．．．43− 48

　 特設肋骨
一・特 設 肋骨 ノ 上 下 兩端 ノ 固 着

一
上 下 兩 端 ヲ 肘 板 ヲ 以 テ 固著 シ タ ル 特

　 設 肋骨一特骰肋骨 ＝用 ウ ル 正 助材
一

特設肋骨 ノ 内緑形 材
一

特綴 肋骨砌 側板
一

　 特 設 肋 腎間側板 ノ 固 著一特 設 肋 骨 間 側板 ノ 内緑 山 形材一特 淞 肋骨 問 剛 枢 ト外

　 板 ト ヲ 固 著 X ル 短 山 形材
一

特設肋骨 ノ 上 端 二 附 ス ル 梁

單 底月力板 ．．．．，，．．．．．．．．　．．．．．．，．．．．，．．．，．．．．．．．．．．．．．．．48−− 51

　 單 底 肋 板一第 九 號 麦二用 ウ ル 1及W 一
肋板 ノ 厚一肋板 昌附 ス ル 正 肋il’一肋 阪

　 a 附 ス ル 副 肋 トオ正 肋 材 及 副 肋 材 ノ 衝接一船 尾 肋 板一隔 壁 肋 板

梁 ，．．，、．．．．．，　・．・・．・・…　　．・・・・・・…　　．．．．．・．．．・．．．．，．．．．．52− 56

　 梁 ノ 寸法
一

第六 號表 二用 ウ ル t 一第六 號表 二 用 ウ ル N 一
梁瑞 ノ 岡 着一梁 ノ 心

　 距一 木 甲板
一

甲板 ヲ 張 ラ サ ル 暦梁一船尾梁一特設 船梁一
甲板 下 縱 通 材

一
艙 ロ

　 ー
機關室 ＝ 設 ク 儿 梁一一局 部的荷 重 ヲ 支持 ス ル 梁

側内龍骨及 船 側縱 通材 ＿ ．＿ ＿ ＿ ．，＿ t．＿ ．」．．．．．，，56 −−60

　 側 内 龍骨 一船側 縱 通 林 ・一便吶 龍骨 及船側縦 遖 材 昌 用 ウ ル 山 形 1オノ 衝接
一
特設

　 ee梁　 ＝ 附 ス ル 梁 上 側 板

梁柱 、 特設梁柱 、 甲板下縱逋材 及梁下縱通材 ・… … … ・… 60− 66

梁 柱 及 縦 通材 ノ 配置
一

梁 注 、 特設粱柱及甲板下縱逋材 ノ 寸 法一梁柱 、 特 設 梁

柱 及 甲 板 下 縱 迺 材 ノ 寸 法 ヲ 定 ム ル ＝ 用 ウ ル 1 一梁 柱、特 設 藁 柱 及 甲板 下 縱 洫

材 ノ 寸 法 ヲ定 ム ル ＝用 ウ ル W 一梁柱 及 特 設 梁柱 昌 罰 ス ル h−一・一甲板下樅 通 材 昌

對 X ル h一梁 二重 量 物 ヲ 吊 ス 場 合 ノ W − ．
梁 下縱通材

一一・
梁下縦 通材 、 梁 佐 s 箒 ノ

固著
一

隔 壁 ノ 階 段 部 、深 ホ舩 ノ 頂 部 等 ヲ 支 持 ス ル 梁 柱 等 一中心 絨 仕切隔壁
一

二 重梁 柱一
構遘 上 笥…昌 注 意 ヲ 要 ス ル 箇所

隔　　壁 ・・．．．．．．．．．．．．．．．」．＿ ．．．．．．曹．．．噛．．．．．．．．＿．．．．．．67−− 73

汽 鵜 ノ 支水隔壁及部分隔壁
一

帆船 ノ 支水隔壁 及部分隔 壁
一

船首隔壁一一船尾隔

壁
一
機關室 篇壁

一
貨物艙 昌 設 ク ル 隔壁一防燒材一防 挽翹 兩端 ノ 固 皆一隔 壁 板

一隔壁 ノ 周 園画形材一隔壁 ノ階段部一
水李防澆桁板

一
支水戸

一 「ス ル ー一　X

ffア ル ヴ」 及「コ ツ ク 」

深 水艙 ・・ 一 ．＿ ．．＿ ．＿．．．．幽．．．．．．．．．．9 ．．．．．．．．．．齢．．．．．73 − 76

深水舷 ノ 構造一防撓材一防撓材兩端 ノ 固著一隔壁 板
一隔壁 ノ 周 圍山形 材

一深

水 艙 ノ 部分二於 ケ ル 肋骨一頂板 昌取附 ク ル 梁
一項 板 一汽 鑵 給 水 朋 深 水 駈「

一縦

遞 支 水 隔壁 及 制 水板一清 水 水 艪 一排 氣 管
一

項部 昌 於 ケ ル 排 水 装 置一水 密 試 驗

船首 尾 防撓 構造 ・・．＿ ．．。＿ ．＿ ．．．．＿ ．『．，．．．＿ ．＿ ＿ 76− 77

船首尾艙 昌 於 ケ ル 肋 板
一肋 骨 及 梁

一
船首 肘板

一船 首 艙 ノ 後 方 及 船 尾 聴 ノ 前 力

昌 於 ケ ル 防澆構造一船首尾臆梁上 側板 及防燒梁上 側 板 ト外 板 トヲ 固 著 ス ル 短

一 9　
一
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第 ＋ 入 章

第 十 九 章

第 二 ＋ 章

第二 十 一章

第 二 十 二 章

第二 十三 章

山 形 材

外 板 … ・・・… … ・g ・・・… ．，… … ＿ ・＿ ．．＿ ．＿ ．＿ 77− 81

船 側 外板
一麟 底 外 板 及 彎曲部外 板一外板 ノ 横縁 、 長及幅一飆 冐

・
翼板

一
舷 鯏厚

板及頂部外板
一舶 樓端 ‘ 於 ケ ル 補 強一舷縁山形材 一船 尾二

於 ケ ル 外板
一

外板

乱 設 ク ル 孔 ロ ニ 對 ス ル 補 強
一

外板 二 取附 ク ル 「モ ー
ル ヂ ン グ」

甲 板 ．＿ ＿ ．．＿ ・＿ 一 ・．．，＿ ・… ・… … … ・・… ．… 81− 90

　 暴繋 甲板
一水密試瞼一張 力甲板 ノ 寸法一鋼 甲板 ヲ 張 ル コ ト ヲ要 ス ル 場合一甲

　 板 ロ ノ 各 側 二 於 ケ ル 甲板截面 積
一梁 上 側 板

一
肋 骨 一梁 上 側 板 昌 附 ス ル 山 形 材

　
一

梁上 側板 ト 外板 ト ヲ 固著 ス ル 短 山形 材一
梁 上 側 板 等 ノ 横緑 一張 力 甲板一第

　 二 甲板其 ノ 他 ノ 下 暦 甲板
一

規 定 外 ノ 甲板 一
麗 首樓甲板

一特 殊 ノ 箇所 二 於 ケ ル

　 鋼 甲板
一木 甲板 一甲 板 ロ ノ 兩 端 及 隔壁 ノ 部分 ＝ 於 ケ ル 鋼 甲板 一梁 上 帶 板一

斜

　 帶板
一檣孔板

一
舷側水邂 ノ 内側山形材

一
線 111形材一甲板被 覆材料一補 強構遘

内張板 ．．・… ・．．．＿ ＿ ．＿ ．．．．．＿ ＿ ＿ ．＿ ＿ ．．．一．．90− 91

船底内張板
一

舶底内 張板 ヲ 張 ラ サ ル 揚 合 ノ 内底板
一

頂板二設 ク ル 人孔 ノ 懿板

一船 側 内 張 板

船　　褸 ．．・…　　．・・・・・…　　6 ・…　　。・・・・・…　　。・・・・・・・…　　．・．．．．．．91− 96

船樓 ヲ 構造 ス ル 罷材 ノ 寸法一特設肋骨及邦分隔壁
一

船樓瑞 ノ 櫞造一舶橋樓 皮

船尾禳 ノ 前 端隔壁一船橋 樓 ヲ 有 ス ル 麗 ノ 船 尾 樓 ノ 前 端隔壁一觀橋 樓 ノ 後端隔
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
壁
一

中央部船 ノ 長 ノ
宕
間 昌 在 ル 舶 樓端 ノ 隔壁

一
伝船 尾樓 前 端 ノ 構造一緑 山 形

材 一甲板 室

甲板 口 ．＿ ＿ ＿ ．… ＿ … ．．＿ ＿ ＿ ＿ ．＿ ＿ ．＿ ＿ 96− 103

甲板 ロ ノ 構造
一暴 露甲枢 諡 設 クル 艙 口 及載炭ロ ノ 線材 一

仕 切 板梁 、 緑 材 、 蓋

板 等一仕 切板梁及縦 材 ノ 寸法一
仕切 板梁 及 樅 材 ノ 構造一

仕 切 板梁及縱 材 ノ 受

材
一

完 全 閉鎭装置 ヲ 有 セ サ ル 舷捜 内 ノ 甲板 ロ
ー

完 全 閉鑽 装置 ヲ 有 ス ル 塲［rr　a

右 ル 甲板 ロ
ー櫁TL一機關室 ロ

ー
機關室 園壁 ノ 頂部 昌設 ク ル 開ロー常設 出入 口

機 關室及 車軸隧道 ．．，．＿ ．＿ ．．．＿ ．．．＿ ．．．．．．．．．．．．．103− 105

機關室 ノ 補 強一機關 下 部 ノ 構造其 ノ ー一
機關 下 部 ノ 構遘其 ノ ニ ー進 力 豚臺 及

軸 承 豪 ノ 構迸竝 其 ノ 下 部 ノ 補強
一

庫軌隧道 ノ に逍
一

隧 道甲板 ノ 構造一檣 、梁

柱等 ヲ 設 クヘキ部 分 昌於 ケ ん 隧道 ノ 輔 弧
一

隧 道 ノ 水密試験

第二 十 四章 固著及 「 コ ーキ ン グ 」 ．．．．＿ ＿ ．＿ ＿ ＿ ． ． ＿ ＿ ． ．＿ ．105− 118

　 鉉 釘 ノ 徑 及心 距一一固 著一鮫釘一鮫釘孔 一「カ ウ ン タ ーシ ン ク 」
一「ラ イ ナ

ー
」固

　 著工 事一「コ ーキ ン グ」
一山 形材 ノ 衝 接享一方形謹骨、船首材 、船尾材及船尾

　 骨材 ！ 固著一
舵板 卜補 張 骨 ト ヲ 固 著 ス ル 銃釘

一
卆板龍 骨 ノ 搾緑 ， 固 著一

中心

　 線桁板 ノ 固著一・
内龍骨及韶 側 縱慂材 ノ 固著一

肋骨 ノ 鮫釘一
特設肋骨及 樽 設肋

　 骨 問側 板 ノ 固 ：
一一一單 底 肋 板 ノ 固 著一二 重底 諸材 ノ 固 三管一梁 ノ 固著一梁 岐及 肘
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板 ノ 固著一梁 桂 、特 設 梁 柱 及 甲 板 下 縦 通 材 ノ 固著一隔壁 ノ 固著一船首尾防換

構逡 ノ 固著
一

外板 ノ 固著一
舷緑山形材 ノ 固著一

鋼甲板 ノ 固著一
機關 室 及隧道

昌 於 ケ ル 諸材 ノ 固著一
檣板 ’ 固著一

二 重 張 板 ノ 固普

電氣鎔接 ＿ ＿ ＿ ．＿ ．．．．＿ ．．＿ ．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ．．．118 − 119

舷墻 、 載貨門 、 排水 孔等 ．＿ ．・＿ ＿ ＿ ＿ ．．．＿ ．．．＿ 119 − −121

　 舷培一舷墻昌設 ク ル 諸孔
一排水 ロー排水管一排浤管

逋 風筒及舷 窓 ．・＿ ・＿ … ．．… … ・… ．＿ … … ．… ．．121 − 122

薀 風筒一
舷 窓

排水 装 置 ＿ ．＿ ．＿ ．＿ ．．＿ ・・＿ ．．＿ ＿ ．＿ ．＿ ．．．】22− 123

喞 筒 ノ 配置
一

手用喞 筒 ノ 種類
一

吸水管 ノ 徑
一

喞子喞筒 ノ 構造
一

船首尾水艙頂

部 ノ 排水装置一海水喞 筒一測 深 營
一

吸水管 、 測 水管等 ノ 園一通水孔一蒸氣喞

筒

「セ メ ン ト」及 「ペ イ ン ト」工 事 ＿ ＿ ．＿ ．．．．．．＿ ．＿ ＿ 123− 124

舩底 ノ 「セ メ ン ト」工 事
一水 艙内昌施 ス 水 「セ メ ン ト」

一水船頂板 ノ 塗料一一般

「ペ イ ン ト」］二彗誓

檣 、
「ス パ ー

」及 「リギ ン グ 」… … … ＿ ．＿ ．．．＿ ．＿ ，＿ 124・− 127

　 下 概
一檣 ノ ニ 重 張 板

一
檣座 ノ 構造

一
上 檣

一
下 穡 トー體 モ 構造 シ タ ル 上 櫁一

斜

　 檣
一
斜檣 ノ 取 附 一斜穡 ノ 内部

昌設 ク ル 膜板一一「ヤ ード 」
一補 強 昂關 ス ル 注 意

一

　 「デ リ ッ ク」ヲ 取 附 ク ル 箇所 S 於 ケ ル 橿 ノ 補 強一「リギ ン グ 」
一 「チ エ ー・

ン プ レ

　 ート」 ノ 固 著
一

檣 等 昌用 ウ ル 鍛 造 金 具

艤装晶 ．卿．．．．＿ ．… ・，．『… ・・．．・ ．… … ・… … … ・… 127− 129

　 艤装品
一

錨、錨 鑽等 ノ 試驗一邁水 ノ 際 ノ 曳鑽
一揚 錨機

一
起錨機

一
鑽錨孔管

一

　 操舵機具

油艙船 ．．＿ ．＿ ．．… … … ・… … ・・… … … … ・・… 129− 137

　 総則
一「コ ッ フ ア

ーダ ム 」及 車軸隧道一通 風 装置一排水装 置一甜 底 「セ メ ン ト」

　 一
電燈装 置一工 事一補 強 工 嘉

一
汕艙船 ノ 構造材料

一
固著一

油艙 ヲ 讐通貨物 ノ

　 搭載 二 兼 用 ス ル 場合
一

隔壁 、 内底繊等 ノ 寸法
一

水歴 試驗
・一・一

龍骨板
…

巾心 線 内

　 龍骨 板一肋 骨 及部分 隔壁
一

肋板等
一

梁
一

特設梁柱 一
隔壁

一
梁 上 側 板

一膨脹室

　 一外板
一鋼 甲板

一
機臨室一隧 道一直立篤形汕槽一燃料油 ヲ搭載 ス ル 紺

機關音1〜規貝il　．＿．．　，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿ ＿＿ 。．．．．．．。139− 140

材料 ．．＿ ＿ ．．．．＿ … … ＿ … ・… … … ・… 一・… ・・141− 146

　 汽鑵用 鋼材一鍛釘
一

支柱
一i气鐙及迥熱器用管

一
鋼製汽鐙一鑄鋼材一錬織材一

一 11 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



NIPPON KAIJI KYOKAI (ClassNK)

NII-Electronic Library Service

N 工PPON 　KA 工J 工　KYOKA 工　（ClassNK ｝

日 本海事協会会誌　Na　 183，1983 100

第三 十五 章

第三 ＋ 六章

第三 十 七章
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第三 十 九章

第 四 十 章

鍛銅材

汽 　　鑵 　．．曾9．．．9 匿．・…　　。・．．．、．．．．．．齢．陰．．．．．鹽．．．．．．．．．．．146− 170

張 力 ノ 講覚一笛形胴板
一覆板

一鮫 釘 列聞 ノ 距離及鉉釘 ト板端 ト ノ 距離7 鋏 釘

ノ 最 大心 距一
笛 形 火 爐一夲 板一大 ナ ル 座金、條 板 、 叉 ハ

覆板 ヲ 有 ス ル 軍板
一

管

板
一

替板 ノ 抗堅カ
ー媚 管 及 支 柱 管

一
支梁

一
支桂

一
支柱管 ノ 内 カー一般撰逶

一

胴板 卜鏡板 ト ノ 接 合
一

胴板 ノ 周 園接合
一

板 卜鍛接其 ノ 他 ノ 工 事一鋏 釘孔
一

支

柱 ノ 製法
一

支柱 ノ 螺 糸數一
胴板 ＝ 於 ケ ル 螺旋 支t［1 ノ 配 置

一
管板 二 於 ケ ル 主 支

柱一檢査及掃除 ＝關 ス ル 装置一人孔 ノ 補 強環 一年 板 ＝於 ケ ル 人孔及泥孔一附

屬晶 ヲ 取付 タ ル 場合 ノ 補強
一一

汽鑵附屬品
一

驗水器一驗鹽装 置
一驗 壓計一給水

瓣一放水瓣一放水管
一主 及 補 助 塞氣瓣

一
安全瓣一廢汽管

＿
過燃器 ノ 安 全 瓣及

材…水 斐 置
一一汽 鑵 附 屬品 ノ 設計一瓣 匣用 材料一竪汽鑵一周 園接合一泥 孔 及 覗 孔

一不 坦 火 爐 一
雫球 火 爐

一「：1 ジ ー」環 （Ogee　Ring）一一
｛fA「 ea

及 管 板一夕卜方 a 凸 N
ス ル 皿 形板

一驗水器
一水壓i試驗一水管汽鑵 及 過熱器

燃 油装 置 ．・＿ ．．・＿ … ＿ ．＿．＿ ＿ 聊．．．．．．＿．．．．．。．．．．．，．，171

汽 管及 給 水瞥 ＿ ．．＿ ．．．．＿ ．．．．．．＿ ．＿ ．．．．．．．．．．．．171− 173

汽　　機 　　．響曾，．．．．．．．．．．．，．．．．．幽．．．．．．6．．．．．．．・●●g ●．．．9 ．173− 179

打 物一動 一一般 ノ 構造一水甌 試驗 一豫 備 品

蒸 汽喞筒装 置 ＿ ．＿ ．，．．．．．．．．．．。＿ ．．＿ ＿ ．．＿ ．．．．179＿ 183

「ビ ル ジ」吸 水管
一「バ ラ ス ト」吸水 管

L 「ビ ル ジ」鳴1筒一瓣 匣其 ノ 他一「ビ ル ジ 」

及 「バ ラ ス ト」吸水管
一

芥 除及泥箱
一

測 深管一空 氣管

内燃機 關 二 關 ス 〜
v 假 規 則 ＿ ＿ ＿ ＿ ．＿ ．．＿ ．．＿ ．＿ 183− −191

軸

船級 ノ 登録 ヲ受 ケ タ ノγ 船 ノ 檢査 ・．＿ … ・．・… … … ．… … ・192− 197

　　　　船體 及艤装 品一年次檢査
一

第一次 第一種特別 檢査
一

第一次 第二 種特別檢査
一

　　　　第一次第 三 種特別檢査一第 二 次第一種特別 檢査一第二 次第 二 種特別檢査
一

第

　　　　二 次第三 種持別檢査
一

第 三 次 第一種特別檢査

機蘭ノ 檢査　．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．　，．．．．．．．．．．．．．．．．．197− 199

　　　 機關 ノ 樵査一汽機一内燃機關一
螺旋軸 一

海水瓣其 ノ 他一汽鐙
一主汽管

船級檢 査翔｛斗・金 　．・．．．．． ・．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿、．．．．200− 2Q2

　　　 體船及艤 装 品一往 瞠 働汽機一「タ ービ ン 」汽機一一iRee

特定 ノ 時期 二 行 フ 檢査 ノ 料金 ＿ ．＿ ．＿ ．・・＿ ．＿ ＿ …　 ．・　・　202− 204

　　　　船饅及艤装 品
一

汽機一汽鑵
一

螺旋軸

材料試驗及 檢査料金 ＿ ．＿ ＿ ＿ ＿ ＿、．＿ ＿ ＿ ．＿ 。．＿ 204− 205

　　　　壓延鋼材
一

軸一鍛造材 及鑄造材 （竣エ シ タ ル 船 晶 用 ウ ル モ ノ）一鍛遒材及離造

　　　 材 （新 造船 昌 用 ウ ル モ ノ ）
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別　紙 　2　鋼船規則制定以前 に 定めた本会の 検査規則

　本会は明治 32 年 11 月設立 さ れ た が，翌年 8 月 に は船

舶検査規則制定 に 関 し東京帝 国大学教授 三 好晋六郎博士

ほ か専門技術者 に 立 案 を 依頼 し，同 36年 5 月船舶検査

規程 を 公表 した が ， そ の 内容は分か らな い．な お船舶検

定部が設 けられ た の は こ の 時 で ある．

　明治 37年 3 刀帝国海事協会船舶検定部諸規則 が 定 め

られ，こ の 中に 「船舶等級検定規程」 が あ る が ， そ れ も

目次 しか分 か っ て お らず， 50年 史 に よ る と 「恐 らく実

際に は施行 さ れ な か っ た と思 う」 と記載 して あ る。

　船級登録 と は直接関係 はな い が 明治 38年 に は 載貨喫

水線検定規則制定委員会 が 設け られ 関係規則 を 議決 し た

巾で あ る が ， 技術規則 と して は英国政府規則を採用 して

い た か ら，こ の 規 則 も多分事務的な取扱規則 と思 う．な

お大⊥E11 年船舶満載喫水線法実施｝C 関連 し制定 し た 帝

国海事協会船舶満載喫水線規則は取 り扱 い 規則 で あ っ

た ．

　大正 3年本会が材料試験を行 うに際し制定 し，大正 3

年 9 月 30 日 逓信大臣 の 認 「1∫を受け た規則 は 帝国海事協

会材料検査手続及び材料試験規則 で あ っ た，

　大正 9年 6月 日 本政府の 検査を代行す る船級協会とし

て 認可 を受 け る と き提 出 した船舶検査規 則 が あ る．こ れ

は簡単 な規則 で ある （50 年史参照）．

17．保 険 検 査

　海運 と密接な関係の あ る海上保険制度は我 が国 で も昔

か らあ っ た が，近 代 的な 海上 保険 は 明治 12年 に 創設 さ

れ た 東京海上保険 が最初で あ る．海上保険 と船舶 の 良否

と は密接 な 関係があるの で ，同社もこ れ を判定 し得る能

力 の あ る入 を求め る必要が あ っ た ．しか し当時 こ の よ う

な技術者 は少 な く政府で も外国人 を雇 っ て い た時代で あ

っ た の で，同社 は船 の 検査 を 日 本政府に 無料 で 行 うこ と

を 依頼 した ，政府 は こ の 依頼 に こ たえ 東京海上保険が設

立 の 際に 同社が保険す る荷物を積む船は 「保険検査を受

け こ れ に 合格す る 」 こ とを 条件 と した ．

　政府が保険検査を初 め て行 っ た の は 明治 12年 8 月 9

日 で 品川沖に停泊中 の 汽船 4隻，帆船 2 隻を 1 日で 検査

した．こ れ で 保険検 査 は大体ど の 程 度の 検査 で あ る か 推

定出来 る，な お こ の 検査 は 同年末ま で に 汽船 25隻 ， 帆

船 52隻 に つ い て 行 い ，汽船 23隻， 帆船 18隻 が こ れ に

合格 した．こ れから当時 の 帆船 の 現状がか な り不良 で あ

っ た こ とが 推 定出来る．な お 外 国 船 に積 む 荷物 の 保険 に

対 して は， rロ イ ドそ の 他の 外国検査所の 確実な証状を

有して お れ ば保険 して よ い 」 こ とに な っ て い た，

　以上 は貨物保険に 対する もの で ， 明治 16年 に は東京

海上保険は鉛舶保険を行 う こ と も認 め られ た ，こ れ に対

して も政府 は貨物保険 と 同様 に 「保険検査 」 を受 け る こ

と を条件 と した．こ の 検 査 も無料で あ っ た （東京海上火

災保険 60年 史参照）．

　 こ の 保険検 査 は 明治 23年 に は 「司検官若 し くは司検

官 が 承認 した検査員で もよ い 」 こ とに な り，明治 26年

に は 「司検官が適当 と認 め た検 査 員 が 行う」 こ と に な

り， 明治 37年 に は保険検査 の 要求 を 政府 は と りや め た．

追 って 当時 の 政府 の 検査 官は 「司検官」 と 呼 ば れ て い

た，

　以上 は東京海上保険に 対す る もの で あ る が，明治 26

年に は 日本海陸保険 と帝国海上保険，同 29年 に は 日 本

海．ヒ保険が 設立 さ れ ，
こ れ に 対 して も政府は東京海上保

険と同様な保険検査を要求 した，

　 な お 明治 26年 か ら保険検査は上記 の 保険会社 に 対 し

て も政府 の 司検官 に よ る検査 で な くて もよい こ と と な

り， 各社と も自社 の 検査機構を 整備又は民間 の 司検所を

利用 した こ と は各社 の 年史 に 記載 して あ る が，木会に 依

頼 した こ とは 述べ られて い な い ，

　 こ の 保険検査 と は直接関係 はな い が ， 明治 40年 2 月

東京海上，帝国海上及 び 日本 海上 の 3 社 よ り本会 は阪神

地区 の 艀 の 検査，監督 の 依頼を引 き受け た ．こ の 検査 は

年 1回現状検査を行い ，舷側 に 喫水線 マ ークを焼印 し，

証 明書を 発行す る もの で 昭 和 の 初め ま で 行 っ た ．

　こ の 他本会 は昭和 13年 7月 13 日 以降船舶保険協同会

の 依頼 に より，同会が定 め た乾舷 の 位置が適正 に標示 さ

れ て い るか 否か の 検査証明を 行 っ た．こ れ は当時多数建

造さ れ た小型船舶の遭難事故に か ん が み ， 船舶安全法第

3条 の 満載喫水線を標示 しな い 1，00DGT 未満 の 船 に 対

して 行 わ れ た （舶第 281号昭和 13年 4月 1 日参照）．

（備　考）

　（1｝ 東京 海上保険 は 明治 15年 5 月管船局雇英人，A ．

　　R ．ブ ロ
ーン 氏草案の造船規則を同社の規則 と し ，

　　日 本 で 建造す る船 で こ れ に 合格 し な い 船 に 積む貨物

　　保険 は 引き受 けな い 旨を広 告して い る．こ の 規則 の

　　内容は不明で あ る が，我が 国最古の 造船規則 と思 わ

　　れる，

　   　 ロ イ ド協会 は明治 17年横浜 に 事務所を開設 し検

　　査員を常駐 させ ，船級事業 を始 め た ，

　｛3） 日本政府が船舶検査業務を開始 した の は 明治 18

　　年 7月 1 日 で あ る．

18．委　員　会

現在鋼船規則 で 「委員会」 と言えば 「管理委員会」 の
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こ と で ， こ の 委員会は船級，技術規則 に 関す るこ と はも

ちろん，こ れ以外の すべ て の 会務 も審議す る こ とに な っ

て い る．戦前 の 鋼船規則 に も 「委員会」 と い う語が各所

に 書か れ て い るが，こ の 委員会 は 「船級管理委員会」 の

こ とで ， 船級協会 の 業務 の うち最 も重要 と言われ て い る

「船級及び検査 の 審議決定」，「船級及び検査 に関す る規

則 の 制定改廃」等 の 処理 が任さ れ て い た．な お 「管理委

員会 」は英語 で は
“Administrative　 Committee ”

と呼

ん で い るが，戦前 の 「船級管理委員会 」 は BC 協会 に 倣

い
“Committee 　 of 　Management ”

と呼ん だ．

18．1 船級管理委員会設立 の 経緯

　本会 の 業務は初期に お い て は すべ て 理事会，評議委員

会，総会で 審議 さ れて い た ，しか し船 級事業 を開始す る

に 当た り大正 4 年 8月船級部を 設 けた が ， 外国の 船級協

会 と同様な機構 とす るた め ， 同部 の 諮問機関 と して 「商

議員会を置く」 旨の規定を船級部規則 の中に設 けた．50

年史 に よ る と 「商議 員」 は 大正 2年ご ろ か ら置 か れ て い

た と述 べ られて い る が，75年史 に よ る と 大正 2年 8月

に 「商議員会」が設置さ れた と書 い て あ る．こ の 商議員

会 が現在 の 管理委員会 の 前身 で あ る．そ の 後船級業務が

具体化す る に つ れ商議員会で は い ろ い ろ と不都合が 生 じ

た の で ，他船級協会 に 倣 い 「船級審査委員会 」 及 び 「技

術審査委員会」 を設 けた ．な お こ の 委 員会 の 規則 は現在

残 っ て い な い．

　 さて 大正 8 年 7月 1 日本会は四船級協会連 盟 の
一

員 と

な り，船級業務を実際 に 開始す る こ とに な っ た が，本会

に は船級協会 の 実務 に詳しい 人 が 居 な か っ た の で ，大正

9年 4 月 BC 協会 の 技師長 J，F，　King 氏 を招 い て 業務

運営 の 実務 に つ い て 彼の 意見を聞 い た ．彼 は 同年 6月 ま

で 約 2 か 月滞在 し多 くの 貴重 な意見を残 して帰国 した ．

具体的 に ど の よ うな意見 を残した か はつ ま び らか で な い

が ， 本会 は彼の 意 見 に 従 っ て 同年 9月従来の 船級審査委

員会及び技術審査委員会を廃止 し，　 「船級管理委員会」

及び そ の 下部組織で あ る 「船級委員会 」 及 び 「技術委員

会」 を設 け た．追 っ て J．F ．　 King 氏 は大正 9年 6月 1

日 造船協会の 特別会合で
“Classification　of　Ships と

い う題 目で 講演を 行 っ た （雑纂大 正 9年 9月号参照）．

　前述 の 船級審査委員会 と技術審査委員会が本会 の 組織

の 中で ど の よ うな位置に あっ た か分か らな い が，委員会

の 名称等 か ら み て こ の 両者 は 対等 の よ う で ，しか も評議

員会 の 下部組織 の 如 く推定さ れ る．J．F．　King 氏の 意見

に従 っ て新た に設 け ら れ た 船級管理 委員会 はそ の 下部に

船級委員会及 び 技術委員会 をおき，船級協会と して最 も

重要 な船級，検査の 審 査 ，決定及 び 技術規則 の 制定，改

廃等の すべ て を統轄 し， そ の 業務 に つ いて の 全権 が委任

されて い た．したが っ て 例えば船級証書 は船級管理委員

会委員長の名で 発行 さ れ て い た．

　 こ の 組織は 50 年史に 記載 の 如 く， 昭和 20年 4月と同

23年 3月 に 改正 され現在 の 如 く 「管理委員会」 と 「技

術委員会」 に な っ た ．

18．2 船級管理委員会

　本委 員会 の 設 立 の 経緯 は 18．　1に述 べ た よ うに ， そ の 規

則等は本会 50年史 に 記載 の 通 りで，毎年 2 回開催す る

こ と に な っ て い た ．本委員会は木会船級事業 の 全権 が任

せ られて い た の で ， そ の 常務処理 の た め 「船 級委員会」

を設け，こ れを毎月 2 回開催 し，業務処理 の 迅速 を期 し

た ．もち ろん 急を 要す る場合は臨時の 会合を開 く等極力

民主的かつ 迅速 に事 を決 め る よ うに した，な お船級管理

委員会及 び船級委員会 の 委員は船舶所有者，造船業者，

海上保険業者 ， そ の 他の 海事関係 の 評議員 の 中か ら選 任

さ れ た が，技術委員会 の 委員 は評議員 で ある要 は な か っ

た．ただ し大 正 15年 1 月本会鋼船規則承認 に 関連 して

逓信大臣 よ り船級管理 委員会委員の 中に 大臣指定 の 官吏

を加え る こ とが指示 され，こ れに 従 っ て 管船局技師が委

員と して 加 え られ た ．

　な お当時船級管理委員 の 中 に は多数 の 阪神在住者 が 居

た の で こ れ らの 委員 の 便宜を図 り 「船級管理委員会阪神

会」 が 設け ら れ，こ れに は 「幹事」 が い て 会 の 意見等を

と りま とめ て い た が，昭 和 12年 「会 長 」 を 置 くと い う

よ うに 改め られた．

　追 っ て船級審査委員会，船級管理委員会等 の 委員長 は

次の 通 りで あ る．

　船級審査委員会　委 員 長　帝大教授　　寺野　精一

　技術審査委員会　委 員 長　帝大教授　　斯波忠 三 郎

大正 9年 9月以降

　船級管理 委員会　委 員 長　N ，Y ．K ．社長 近藤　廉平

　 〃 　 　　 〃 　　 副委員長　帝大教授

船 級 委 員 会 委 員 長 帝大教授

　 〃 　　　 〃　　副委員長　三菱造船

技 術 委 員 会 委 員 長 帝大教授

鸚簒
矮 殿

幹 事 三 物 産

寺野　精一

寺野　精一

塩 田　泰介

斯波忠 三郎

川村貞次郎

　な お歴代 の 「船級管理委員会 」 の 委員長は，近藤廉平

（N ．Y ．K ．），伊東米治郎 （N ．Y ．K ．），各務鎌吉（東京海上），

村田省三 （0 ．S．K ．），大谷登 （N ，Y ，K ，）で ， 当時の
一

流会

社 の 現役 の社長が委員長 と して本会の 業務 に 尽力 した．

なお こ の 常務を 行 う 「船級委員会委員長 」 は 寺野精一

（帝大）， 塩田泰介 （三 菱造船），今岡純一郎　（浦賀），

斯波孝四郎 （三 菱造船），重光簇 （浦賀）で あ っ た．

18．3　技術委員長

　戦前の 本委員会規則 と現在 の 規則 と異な る 主な点は次
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の 通 りで あ る．

〔1） 委員 に は造船協会 ， 造船協会阪神倶楽部 ， 機械学会

　及 び 日 本鉄鋼協会 が 推薦 した 者 も含 ま れ て い た．

  　専門委員会 の 設置又 は 専門委員 をお くこ とが出来 る

　 よ う に な っ た．

　な お ， 戦前 の 歴代 の 技術委員会委員長 は斯波忠 三 郎
＊

（帝大），末広恭 二 （帝大），藤島範平
＊

（N ．Y ．K ．），重光

簇
＊

（浦賀）， 陰山金 四郎 （造船統制会 ） で ， ＊ 印の 人 々

は後 に 本会 の 理事長 とな っ た人 で あ る．

19．技　師　長

　技師長 と い う職名 が初め て 用 い ら れ た の は ， 大正 9年

10月 に 改正 さ れた 船級部規則 で ， そ れ ま で は検査員長

と呼んで い た． こ の 言葉 は多分外 国船級協会 の Chief

Surveyor を訳 した もの で あろうか ら，検査員長 の 方が

適 訳で あ り，ま た現在政府が 用 い て い る主席検 査官の 方

がよか っ た の か もしれな い が ， 検査 の みで な く技術全般

を 掌理 す る の で 技師長 と した もの と思 わ れ る，

　 さ て 外国船級協会 で は Chief　Surveyor は ， 非常 に

高 い 位置で あ る と考え られて い た が，船 級部規則 で は

「部長，技師長，主事 ， 技師」の 順 の よ うで ，部長は理

事長 の旨を受け部務を掌理 すと あり， 「技師長は技術に

関す る こ とを掌理す 」 とい う こ とに な っ て い た．

　歴代 の 技師長 は下 の 表の 通 りで ある．

　 こ の 表 に つ い て 若 干 説明 を加 え る と大要次 の 如 くで あ

る，

　初代 の 検査員長 に つ い て は 問題 は な い が，四船級協会

連 盟 が 成立 後初代 の 技師長 人事に つ い て は い ろ い ろ と 問

題 が あ っ た 由で ， 逓信省か ら は機関出身の人 を推薦 した

が ， Foster　King 氏 が船級協会 の 技師長 は船体関係 の

者 で なくて は な らな い と強 く発言 した由で ，
こ の よ うな

他協会の 人事に 口 を入 れ る こ とは も っ て の外 の こ とで あ

るが，多分当時の 船級協会 が そ の よ うな 構成とな っ て い

た か らと思 う．した が っ て 片山氏が 技師長代理 と して 逓

信省か ら本会 に 来た の は大正 9年 12 月で あ っ た ．な お

片山氏が なぜ 技師長 で な く技師長代理 とな っ た の か ， そ

の間の 事情を知 っ て い る人 は居ない ．片山さん は，昭和

6年越智 さ ん が 逓 信 省 か ら機関技師長 と して本会 に入 っ

たとき，船体技師長とな っ た．

　片山さ ん は昭 和 8年 3 月退 職し，越智さ ん が技師長 に

な り，小野輝雄さん が 技師副長 と して 船体関係 の 事務 を

総括 した ．小野 さ ん は 明治 41年東大造船科 の 卒業 （重

光名誉会長 と同期） で 本会が船級事業を始 め る に 当た り

大正 6年 6 月朝鮮総督府か ら招 か れ ， 船級業務を修得す

正

和

大

昭

456789101112131415

Chief　Eng．　Surveyor　Chief　Surveyor

・
昭 和10年よ り當務理 事 と

な り技師 長事務取 扱

　 　 　 　 　 技 師 副 長

Assistant　Chief　Survey。 r

小 野 輝雄 徳 氷　格

畦召利亅　　　17　18　19　20　21　22　23　24　25　26　27　28　29　30　31　32　33　34　35　36　37　38　39　40　41　42　43

小 野 輝 雄 常 　松 　四 　郎 原 三 　郎 （機関）37年 1 月 よ り技師 長

こ の 間技術 部長
守　屋 公 　平 （船体） 守屋公 平

師 長

こ の 間常務理 事 が技 師 長事務 取扱

t支自市評1長
板　 部　 成　 雄 原 　三 郎

守屋 公 平
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るた め本会か ら BC 協会に派遣さ れ た 人で ， 鋼船規則 に

精通 して お り，図面調査 の 大家 で あり，造船協会 に も論

文を提出 して お り，鋼船構造論と い う著書が あ る．

　さ て 越智さ ん は昭和 10年常務理事 で 技師長事務取扱

とな っ た が，同 13年技師長 を辞め，小野さんが技師長

とな り，徳永さ ん が技師副長とな っ た．小野さん は 昭和

20年 2 月亡 くな られたが ， 20年 は終戦 の 年 で あり，本

会 の 仕事 は特に なか っ た の で 越智常務理事が技師長事務

取扱 とな っ た が ， 同年 3月 10 日 の 東京大 空 襲 で 越智さ

ん の お宅 は焼失 した等 の 理 由で， 4 月 に本会 を辞 め 郷里

に 帰 られ，そ の 後任 として佐 々 松氏 が 選任 され，常務理

事兼技師長事務取扱と な っ た．昭和 21年 1月 ， 常松四

郎氏が本会技術部長 と して 迎 え られ ， 佐 々 松氏 は兼務 を

解かれた ．な お，昭和 25年 ，職制改 正 で 常松氏は技師

長 と な っ た．

　徳永技師副長は 昭和 16年 9月本会を辞め， そ の 後任

と して 板部氏 が 技師副長 と な り，同氏 も 昭和 27 年 1月

技師副長を辞め原，守屋の両参事が新た に技師副長と な

っ た．

　昭和 29年 6 月常松技師長が病気 の た め死亡され，原 ，

守屋 の 両副長が そ れぞ れ機関，船体関係 の 技師長 と な

り，技師副長 の 任命 は な か っ た．

　昭和 37年 1月守屋技師長 （船体） は ロ ン ド ン 駐在と

な り，技師長 を免 ぜ られ，原技師長 （機 関） が本会技術

を総括する技師長 と な っ た．

　 当時山県会長 は 「技師長 は
一

人 で あ るべ きで ある 」 と

い う意見 （船舶局 で も主席検査官は一人 で あ る とい うの

が会長 の 意 見 で あ っ た ） で 昭和 37年 1月守屋参事が ロ

ン ド ン に 転勤 した と き も，そ の 後任 の 技師長 を任命 しな

か っ た。
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